
議案第８０号 

   みよし市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年１１月３０日提出 

                         みよし市長 小 山   祐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴い必要がある

からである。 
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みよし市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例 

 みよし市空家等対策協議会条例（令和５年みよし市条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

第１条中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改める。 

第２条第１号中「第６条第１項」を「第７条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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みよし市空家等対策協議会条例の一部改正新旧対照表 

改正案 現行 

（設置） （設置） 

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下「法」という。）第8条第1項の規定に

より、みよし市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下「法」という。）第7条第1項の規定に

より、みよし市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） （所掌事務） 

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、協議するものとする。 第2条 同左 

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。 (1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。 

(2) 略 (2) 略 
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